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奨学金返済支援制度のお知らせ
問 企画振興課 地方創生係（℡64-1504）

奨
学
金
の
貸
与
を
受
け
て
大
学
、
高

校
な
ど
に
進
学
し
、
筑
後
地
域
内
で
働

く
人
に
、
3
年
間
で
最
大
54
万
円
を
支

給
し
て
い
ま
す
。

■
申
請
の
お
も
な
条
件

❶
み
や
ま
市
に
住
民
票
が
あ
る
人

❷
奨
学
金
を
返
済
中
の
人

❸
申
請
日
時
点
で
満
30
歳
以
下
の
人

❹
平
成
29
年
3
月
1
日
以
降
に
、
筑
後

地
域
内
の
事
業
所
に
就
職
、
ま
た
は
起

業
、
農
業
・
漁
業
な
ど
の
第
1
次
産
業

に
1
年
以
上
継
続
し
て
従
事
し
て
い
る
人

■
補
助
期
間

３
年
間

■
補
助
金
額

1
年
間
の
奨
学
金
返
済
額
×
4
分
の

3（
上
限
18
万
円
）

※
最
大
54
万
円（
18
万
円
×
３
年
間
）

■
対
象
と
な
る
奨
学
金

▼
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構

の
奨
学
金

▼
地
方
公
共
団
体
、
学
校
、
公
益
法
人

が
実
施
す
る
奨
学
金

▼
そ
の
他
市
長
が
認
め
る
奨
学
金

な
ど

※
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

屋外広告物の掲出には許可が必要です
問 都市計画課 都市計画係（℡64-1532）

屋
外
広
告
物
は
、
私
た
ち
の
日
常
生
活
や
経
済
活
動
に
と
っ
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
無
秩
序
に
表
示
さ
れ
る
と
、
ま
ち
の
美
観
を
損
な
っ
た
り
、
視
界
遮
断
に
よ
る
交
通
事
故
や
倒
壊
な

ど
で
人
身
に
危
害
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

市
で
は
、
屋
外
広
告
物
を
正
し
く
表
示
す
る
ル
ー
ル
と
し
て
福
岡
県
が
定
め
て
い
る「
福
岡
県
屋
外
広
告
物

条
例
」に
基
づ
き
、
許
可
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ん
や
広
告
主
、
屋
外
広
告
業
者
の
人
な
ど
に

条
例
の
趣
旨
を
理
解
し
て
い
た
だ
き
、
ま
ち
を
美
し
く
す
る
た
め
に
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

「
屋
外
広
告
物
」と
は

常
時
ま
た
は
一
定
期
間
継
続
し
て
屋

外
で
公
衆
に
表
示
さ
れ
る
も
の
で
、
広

告
板
、
広
告
塔
、
広
告
幕
、
立
看
板
、

ア
ド
バ
ル
ー
ン
、
は
り
紙
、
は
り
札
の

類
、
電
光
ニ
ュ
ー
ス
、
ネ
オ
ン
、
電
柱

を
利
用
す
る
広
告
物
な
ど
。

営
利
を
目
的
と
し
た
商
業
広
告
だ
け

で
な
く
、
非
営
利
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、

常
時
ま
た
は
一
定
期
間
継
続
し
て
屋
外

で
公
衆
に
表
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、

「
屋
外
広
告
物
」に
該
当
し
ま
す
。

「
屋
外
広
告
物
の
規
制
」と
は

「
福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
」は
、
良

好
な
景
観
を
形
成
し
、
風
致
を
維
持

す
る
と
と
も
に
、
公
衆
に
対
す
る
危

害
を
防
止
す
る
た
め
に
、
広
告
物
の

表
示
の
際
に
許
可
が
必
要
な「
地
域
」、

「
広
告
物
」を
定
め
て
い
ま
す
。

広
告
物
を
表
示
、
ま
た
は
広
告
物

を
掲
出
す
る
物
件
を
設
置
す
る
な
ど
、

屋
外
広
告
物
の
掲
出
に
は
、
み
や
ま

市
長
の
許
可
が
必
要
で
す
。
詳
し
く

は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
支
給
対
象

児
童
手
当
は
、
日
本
国
内
に
住
所
が

あ
っ
て
、
中
学
校
修
了
前（
15
歳
到
達
後

最
初
の
3
月
31
日
ま
で
）の
児
童
を
養
育

し
て
い
る
人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
支
給
月
額（
1
人
当
た
り
）

下
表
の
と
お
り

■
手
続
き
に
つ
い
て

手
当
を
受
け
よ
う
と
す
る
人
の
認
定
請

求
に
基
づ
い
て
支
給
し
ま
す
。
出
生
、
転

入
な
ど
で
受
給
資
格
が
生
じ
た
場
合
は
、

す
み
や
か
に
住
所
地
の
市
区
町
村
の
窓
口

に
請
求
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

（
必
要
な
も
の
）

▼
印
鑑
、
請
求
者
名
義
の
金
融
機
関
の
口

座
番
号
な
ど
▼
請
求
者
の
健
康
保
険
証
の

写
し
▼
そ
の
他
必
要
な
書
類

■
支
給
に
つ
い
て

手
当
の
支
給
は
、
認
定
請
求
を
し
た
日

の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
開
始
さ
れ
、
支

給
事
由
の
消
滅
し
た
日
の
属
す
る
月
分
で

終
わ
り
ま
す
。

手
当
は
原
則
と
し
て
年
3
回（
2
月
、

6
月
、
10
月
）で
、
そ
れ
ぞ
れ
前
月
分
ま

で
を
支
給
し
ま
す
。

※
支
給
開
始
月
の
特
例
と
し
て
、
転
入
ま

た
は
出
産
な
ど
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ

り
請
求
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
転

入
ま
た
は
や
む
を
得
な
い
理
由
が
や
ん
だ

後
15
日
以
内
に
請
求
す
れ
ば
、
転
入
な
ど

の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
分
か
ら
支
給
が

開
始
さ
れ
ま
す
。

児童手当を受けるには、申請が必要です
問 子ども子育て課 子ども子育て係（℡64-1535）

児童扶養手当・特別児童扶養手当額のお知らせ
問 子ども子育て課 子ども子育て係（℡64-1535）

令
和
３
年
度
の
児
童
扶
養
手
当
お
よ
び
特
別
児
童
扶
養

手
当
の
手
当
額
は
、
左
表
の
と
お
り
で
す（
令
和
２
年
度

と
同
じ
）。

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当
を
受
け
る

に
は
、
申
請
が
必
要
で
す

※
支
給
要
件
な
ど
、詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
児
童
扶
養
手
当

離
婚
な
ど
で
ひ
と
り
親
に
な
っ
た
家
庭
な
ど
の
生
活　

安
定
を
図
り
、
自
立
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
に
支

給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

■
特
別
児
童
扶
養
手
当

精
神
ま
た
は
身
体
が
、
法
令
で
定
め
る
程
度
以
上

の
障
が
い
の
状
態
に
あ
る
20
歳
未
満
の
児
童
に
つ
い

て
、
児
童
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
支

給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

■屋外広告物の例 屋上利用
広告板

アドバルーン

〇　〇　会　社壁面利用広告

広　告　板

広
告
塔 アーチ

突
出
看
板 〇　〇　会　社

壁面利用広告板

広 

告 

幕

の
ぼ
り
旗

突
出

電柱類利用広告
自動車の外面利用広告

は
り
札

立
看
板

屋上の
広告塔

はり紙

巻
付
け

けいしゅつ

所得限度額未満

3 歳未満 15,000 円
3 歳以上

小学校終了前
10,000 円

（第3子以降は15,000円）
中学生 10,000 円

所得限度額以上

一律 5,000 円

手当の名称 手当額

児童扶養手当

全部支給 43,160 円

一部支給 10,180 円～
43,150 円

第
２
子

加
算
額

全部支給 10,190 円

一部支給 5,100 円～
10,180 円

第
３
子
以
降

加
算
額

全部支給 6,110 円

一部支給 3,060 円～
6,100 円

特別
児童扶養手当

1 級 52,500 円
2 級 34,970 円

■支給月額（1 人あたり）

※所得限度額については、問い合わせください。

こ
ん
な
と
き
に
も手続

き
が
必
要
で
す

◎
受
給
者
が
他
の
市
町
村
へ
転
出
す

る
と
き

み
や
ま
市
で
の
受
給
資
格
が
消
滅

し
ま
す
。「
支
給
事
由
消
滅
届
」の
提

出
が
必
要
で
す
。

◎
そ
の
他

新
た
に
受
給
資
格
が
生
じ
た
と

き
、
手
当
支
給
対
象
と
な
る
児
童
の

人
数
が
変
更
に
な
っ
た
と
き
、
氏
名
・

市
内
で
の
住
所
が
変
更
に
な
っ
た
と

き
な
ど
は
手
続
き
が
必
要
で
す
。
詳

し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■手当額（月額）


